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22条-3 

 

2.2 気体廃棄物の廃棄施設 

2.2.1 概要 

放射性気体廃棄物のうち主要なものは、原子炉建物内の１次アルゴンガス系等から排出され

る放射性廃ガスである。これらの放射性廃ガスを処理するため、気体廃棄物処理設備を設ける

（第 2.2.1図参照）。気体廃棄物処理設備は、フィルタ、送風機、圧縮機、貯留タンク及び配管

等から構成する。放射性気体廃棄物は、主排気筒から大気に放出する。なお、主排気筒の排気

口は、原子炉の炉心中心から北方向約 30mの高さ約 80m（T.P.約 118m）に位置する。 

 

2.2.2 主要設備 

原子炉建物内の１次アルゴンガス系等から排出される放射性廃ガスは、コレクションヘッダ

に集約された後、廃ガスクーラ及び廃ガスフィルタを経由し、廃ガス圧縮機（3 基（常用圧縮

機 2 基（予備 1 基）及び非常用圧縮機 1 基））に導入される。アルゴン廃ガスモニタにより、

放射性廃ガス中の放射性物質の濃度を測定し、当該濃度が「線量告示」に定める濃度限度以下

であることを確認した場合には、圧縮機に導入された廃ガスは、廃ガスフィルタを経由し、直

接、主排気筒に送られる。なお、廃ガスフィルタには、圧縮機の上流に設けられるフィルタユ

ニット（2基（予備 1基）：プレフィルタ及び高性能フィルタから構成）及び主排気筒の上流に

設けられるフィルタユニット（2基（予備 1基）：プレフィルタ、高性能フィルタ及びチャコー

ルフィルタから構成）がある。また、換気設備等から主排気筒に送られる排気は、当該ガスを

希釈するためにも用いられる。 

放射性廃ガス中の放射性物質の濃度が濃度限度を超える場合には、廃ガス圧縮機に導入され

た廃ガスは、廃ガス貯留タンクに圧入貯蔵される。気体廃棄物処理設備には、1 基当たり約 2

週間分の放射性気体廃棄物を貯蔵する能力を有する廃ガス貯留タンクを 3 基設ける（1 基当た

りの容量 20m3・圧力 9kg／cm2[gage]（約 0.88MPa[gage]））。このうち、廃ガス貯留タンク 1基

は、万一の事故等に備え、予備として運用するものとする。なお、遮へいコンクリート冷却系

等より排出される廃ガスについては、当該廃ガス用のフィルタユニット（2基（予備 1基）：プ

レフィルタ及び高性能フィルタで構成）を経由し、送風機により直接、主排気筒に送られるが、

窒素廃ガスモニタにより、放射性廃ガス中の放射性物質の濃度を測定し、当該濃度が「線量告

示」に定める濃度限度を超える場合には、廃ガス貯留タンクに圧入貯蔵される。圧入貯蔵され

た廃ガスは、アルゴン廃ガスモニタ又はサンプリングによる測定により、放射性物質の濃度が

濃度限度以下に減衰したことを確認した後、廃ガスフィルタを経由し、主排気筒に送られる【気

体廃棄物処理設備に係る放射線モニタの種類、設置場所及び測定線種：別紙 2参照】。 
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第 1表 気体廃棄物処理設備に係る放射線モニタ（排気筒モニタを含む。）の 

種類、設置場所及び測定線種 

 

設備 検出器設置場所 測定線種 検出器 

ダストモニタ 
主排気筒 

【第 1図①】 
β（γ）線 GM計数管 

ダストモニタ 
主排気筒 

【第 1図①】 
γ線 NaI シンチレータ 

ダストモニタ 
主排気筒 

【第 1図①】 
α線 ZnS シンチレータ 

ガスモニタ 
主排気筒 

【第 1図①】 
β（γ）線 

プラスチック 

シンチレータ 

ガスモニタ 

（高レベル） 

主排気筒 

【第 1図①】 
γ線 電離箱 

ガスモニタ 

（低レベル） 

主排気筒 

【第 1図①】 
γ線 NaI シンチレータ 

ガスモニタ 

（高レベル） 

廃ガス貯留タンク入口 

【第 1図②】 
γ線 NaI シンチレータ 

ガスモニタ 

（低レベル） 

廃ガス貯留タンク出口 

【第 1図③】 
γ線 NaI シンチレータ 

ガスモニタ 

（高レベル） 

廃ガス貯留タンク出口 

【第 1図③】 
γ線 NaI シンチレータ 

ガスモニタ 

（高レベル） 

窒素ガス系 

【第 1図④】 
γ線 NaI シンチレータ 

ガスモニタ 

（低レベル） 

窒素ガス系 

【第 1図④】 
γ線 NaI シンチレータ 
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